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新設 PayPay グループ間連携における情報授受等に関する同意書 

 

※本特約における用語の意義は、特段の定めがない限り「法人カード会員規

約」に準じるものとします。 

※本特約は、2026 年 6 月 15 日以降にお申込みいただいた法人会員および同日

以前にお申し込みいただいた法人会員のうち本特約に同意した法人会員に対し

てのみ適用されるものです。 

 

当社を含む PayPay グループ（PayPay 株式会社と、その親会社および

子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 3

項に定めるもの）をいいます。）は、法人会員その他のお客さま（以下

併せて「お客さま」といいます。）へのサービス提供の強化のため、金

融規制法上定める非公開情報等を含むお客さまの重要な情報を、

PayPay グループの他の主体と共有させて頂きます。ただし、同意があ

った場合でも法令上禁止される共有を行うものではありません。 

 お客さまに関する情報を共有させていただく PayPay グループの主体

は、以下となります。 

https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-group-companies/ 

なお、お客さまによる同意は、当社その他の PayPay グループのすべて

の会社に対して行われたものとみなされます。 

 

第１条（ 金融商品取引法上の同意事項） 

１．PayPay グループの PayPay 証券株式会社は、金融商品取引業者の

登録をしています。PayPay 証券株式会社は、他の PayPay グループの



各主体との間において、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金

商業等府令」といいます。）上の「非公開情報」の共有を、口頭、書面、

Ｅメール、システムやデータベースへのアクセス権の付与又はその他

の手段により行う場合があります。また、各受領者は、各受領者が別途

公表するプライバシーポリシーに記載の目的で、提供された「非公開情

報」を使用する場合があります。 

２．PayPay グループ内の登録金融機関は、金融商品仲介業務を行う場

合があります。金融商品仲介業務を行うまたは今後行う登録金融機関

は、他の PayPay グループの各主体との間で、金商業等府令上の「非公

開情報」および「非公開融資等情報」の共有を、(1)と同様の方法と目

的により行う場合があります。また、登録金融機関の金融商品仲介業務

に従事する役職員は、お客さまの金商業等府令上の「非公開融資等情

報」を、同社の融資業務または金融機関代理業務に従事する役職員との

間で提供および受領する場合がございます。 

３．PayPay グループの PayPay 株式会社および PPSC インベストメン

トサービス株式会社は、金融商品仲介業者の登録をしており、これらの

会社以外の PayPay グループ各社においても、金融商品仲介業の登録を

する場合があります。金融商品仲介業の登録をしているおよび今後登

録をする PayPay グループの各社は、他の PayPay グループの各主体と

の間で、金商業等府令上の「有価証券の売買、市場デリバティブ取引若

しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情

報」の共有を、(1)と同様の方法と目的により行う場合があります。ま

た、お客さまが法人の場合、金融商品仲介業の登録をするおよび今後す

る PayPay グループの各社の金融商品仲介業務に従事する役職員は、お

客さまの金商業等府令上の非公開融資等情報を、同社の銀行代理業に

従事する役職員との間で提供および受領する場合がございます。 

 

第２条（銀行法上の同意事項） 

PayPay グループの PayPay 株式会社および PayPay カード株式会社は、



銀行代理業者の許可を受けており、これらの会社以外の PayPay グルー

プ各社においても銀行代理業の許可を受ける場合があります。銀行代

理業の許可を受けている又は今後受ける PayPay グループの各社は、銀

行法施行規則上の兼業業務において取り扱う「非公開情報」を、所属銀

行である PayPay 銀行株式会社に提供させていただく場合があります。

共有の方法と目的は上記１と同様です。 

また、銀行代理業の許可を受けている又は今後受ける PayPay グループ

の各社は、銀行法施行規則上の当該業務において取り扱う「非公開金融

情報」を各社の銀行代理業以外の業務に、兼業業務において取り扱う

「非公開情報」を各社の銀行代理業の業務に、それぞれ社内利用させて

いただく場合があります。 

 

第３条（保険業法上の同意） 

１．PayPay 銀行株式会社は、生命保険募集人、損害保険募集人、少額

短期保険募集人または保険仲立人としての業務を行い、または今後行

う場合があり、その場合、保険業法施行規則上の保険募集以外の業務に

おいて取り扱う「非公開金融情報」を保険募集業務に、保険募集の業務

において取り扱う「非公開保険情報」を保険募集に係る業務以外の業務

に利用させていただく場合があります。 

２．PayPay グループの各社は、生命保険募集人、損害保険募集人、少

額短期保険募集人または保険仲立人としての業務を行い、または今後

行う場合があり、その場合、保険業法施行規則上の銀行代理業等におい

て取り扱う「非公開金融情報」を保険募集業務に、保険募集の業務にお

いて取り扱う「非公開保険情報」を保険募集に係る業務以外の業務に利

用させていただく場合があります。 

以上 

2026 年 6 月 15 日改定 

 

 


